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研究要旨： 

保健部局と NPO、ボランティアの連携状況、および、今後連携するにあたっての課題と

要点について明らかにすることを目的とした。 
災害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）養成研修基礎編において、令和 2 年度から 2

年間にわたり、NPO・ボランティアとの連携について取り上げたこともあり、保健部

局の行政職員から福祉との連携が重要であるということが聞かれるようになってきた。 
 今後、具体的に平時・災害時に連携できるようになることが重要である。連携のポイン

トとして、以下のことが抽出された。①災害時の住民支援は多岐にわたり保健部局だ

けでは対応できない。災害派遣福祉チーム（DWAT）や災害 NPO・ボランティアは専

門的に被災者の生活支援にかかわった経験があり、連携することが有用である。②災

害時に効率よく DWAT や災害 NPO と連携するためには、社会福祉協議会や災害中間

支援組織の役割が重要で、平時から連携の仕組みを構築すること、保健部局もかかわ

ることが重要である。③災害時に DWAT や災害 NPO、中間支援組織と効率的に連携

するには、平時から地元の関係団体との連携が不可欠である。福祉部局や社会福祉協

議会と協力して、地元ボランティア団体との関係づくりをしておくとよい。 
 
Ａ．研究目的 

阪神淡路大震災や東日本大震災など過去の

大規模な災害に自治体等が対応してきたなか

で、関係機関の組織横断的な連携が十分でな

かったという課題が挙げられた。 
2017 年 7 月 5 日に、厚生労働省 5 課局部

長通知「大規模災害時の保健医療活動に係る

体制の整備について」が発出され、保健所は、

保健医療調整本部を通じて派遣された保健医

療活動チームに対し、保健医療活動に係る指

揮又は連絡を行うとともに、当該保健医療活

動チームの避難所等への派遣調整を行うこと

とされた。 
 これを受けて、保健と医療の連携体制は

徐々に構築されつつある。一方で、災害時の

福祉、NPO、ボランティアによる活動体制は

構築途上にあり、保健と福祉の連携について

も十分になされていないのが現状である。 
本研究の目的は、市町村内及び保健所管内・

２次医療圏等における過去の災害時の NPO、

ボランティア活動の現状を調査し、保健部局

と NPO、ボランティアの連携状況、および、
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今後連携するにあたっての課題と要点につい

て明らかにすることである。 
 
Ｂ．研究方法 
１．令和３年度災害時健康危機管理支援チー

ム（DHEAT）養成研修（基礎編）において、

DMAT、DPAT、JVOAD、DHEAT といった

関係機関からのビデオメッセージ（15～20
分）を参加者に視聴してもらい、支援チーム

の特徴や活動内容の理解が深まったか分析し

た。 
２．都道府県における災害福祉支援ネットワ

ークおよび NPO/ボランティア団体について、

事例をもとに保健部局との連携のポイントに

ついて分析した。 
 
Ｃ．研究結果 
１．令和３年度災害時健康危機管理支援チー

ム（DHEAT）養成研修（基礎編） 
令和3年度、4回にわたって研修を実施し、

全国の保健所、行政職員が延べ 550 人参加し

た。研修の前後で関係機関との連携に関する

アンケート調査を実施した。研修前に比べ研

修後で、「支援組織の活動内容を理解し、受

け入れ態勢を整えることができる」、「関係

機関や外部支援者等との調整に果たす役割が

理解できる」という質問について、十分でき

る、おおむねできると回答したものが増加し

た。ビデオメッセージの閲覧や訓練により関

係機関についての理解が深まるなど効果があ

ったと考えられる。 
 

 

 

 
２．都道府県における災害福祉支援ネットワ

ーク 
（１）目的 

災害時要配慮者対策の目的は、在宅、避

難所等において、要配慮者の生活に必要な

ソーシャルワーカー、介護福祉士、手話通

訳者等の人的資源や、車椅子、障害者用携

帯便器等の物的資源及び福祉サービスを確

保するとともに、社会福祉施設等への緊急

入所や福祉避難所への移動など、より適切

な生活環境や支援に繋ぐことにより、避難

生活による二次被害（災害関連死、心身の

機能の低下等）を防ぐことである。 
 
（２）組織概要 

「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガ

イドライン」（厚生労働省 平成 30 年 5 月 
31 日社援発 0531 第 1 号）」では、下記の

ような方法が提案されている。 
各都道府県は、災害福祉支援ネットワーク

主管部局を定める。主管部局は、直接又は都

道府県 社会福祉協議会等の関係団体との協

定の締結等によりネットワーク事務局を設置

する。事務局は、チームを円滑に組成し、活

動をさせるため、各都道府県の実情に応じて、

①主管部局及び都道府県防災部局、保健医療

部局、②都道府県社会福祉協議会、③社会福

祉施設等関係団体、④福祉職による職能団体、

⑤保健医療関係者及び関係団体、⑥都道府県

民生委員児童委員協議会などを構成員として

選定し、ネットワーク会議を組織する。 
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主管部局は、一定期間、避難所の設置の継

続を要する規模の災害が発生した場合、事務

局と調整し、速やかに本部を立ち上げる。災

害発生時には、福祉専門職によって構成され

た災害派遣福祉チーム（DWAT：Disaster 
Welfare Assistance Team）を編成し、被災

地に派遣する。 

 
（３）災害派遣福祉チーム（DWAT）とは 

災害派遣福祉チーム（DWAT）は、（原則、

福祉避難所を除く）一般避難所に避難する高

齢者や障害者、子供のほか、傷病者といった

災害時要配慮者の福祉ニーズを把握し支援を

提供する、福祉専門職によって構成されたチ

ームである。 
DWAT のチーム員は、日常業務として、高

齢や障害、児童等の各分野において福祉サー

ビスを提供しており、相談支援や介護、保育

といった多様な知識・技術を有している。避

難者の生活ニーズに合わせて多様な領域の専

門性を組み合わせてチームを構成する。 
また、2019 年度には、全国社会福祉協議会

により、DWAT 登録研修の標準プログラムが

全国研修という形で示された。このように

DWAT は全国に広がりつつある。 
 

（４）事例紹介 ぐんま DWAT 
群馬県では、平成 26 年度より県庁、県社

会福祉協議会（以下、社協）、県社会福祉法

人経営者協議会（以下、経営協）を含む 21
の関係団体と協定し、災害時の施設間相互応

援と災害派遣福祉チーム（ぐんま DWAT）と

いう 2 つの機能を持つ群馬県災害福祉支援ネ

ットワーク（以下「災害ＮＷ」という。）を

構築した。災害ＮＷは、災害時要配慮者対策

の一つの仕組みで、社会福祉法人群馬県社会

福祉協議会が事務局となり運営している。 
 
（４）-１ DWAT 派遣要否の検討 
 自都道府県での災害時、ネットワーク本部

は、ネットワーク会議の招集などにより、構

成員との間で収集した情報を共有し、必要に

応じ被災市区町村とも連絡・調整の上、

DWAT 派遣の要否について検討を行う。被災

地の状況確認のため先遣隊を派遣する場合が

ある。 
他都道府県での災害の場合、DWAT の支援

調整は、被災自治体の要請に基づき、厚生労

働省を通じて実施される。また被災地では地

元 DWAT または社会福祉協議会が受援する

体制にあり、そのことが、DWAT の円滑な受

け入れ、連携につながっていると考えられる。 
 
（４）-２ 災害支援の内容 

主な活動としては、福祉避難所等への誘導、

災害時要配慮者へのアセスメント、日常生活

上の支援、相談支援、一般避難所内の環境整

備（災害時要配慮者の良好な生活環境を確保

するため、生活スペースや車いすの通路の確

保、段差の解消、トイレ環境の改善、子ども

のリフレッシュのためのキッズスペースや乳

幼児を抱える母親に対する授乳スペースの設

置等一般避難所内の必要な環境整備を行うこ

と。）、他職種や地域資源との連携による支

援等がある。 
 避難生活者の抱える①保健衛生課題、②介

護･福祉課題、③生活環境課題等を確認しなが

ら、要配慮者を見つけ、より適した支援につ

なぐために、巡回を行う。保健師が「健康相

談票」を使って行う巡回（ラウンド）に同行

し、保健師では対応が難しく、DWAT では専

門領域となる介護･福祉課題を発見し、必要な

支援につなぐ。また、「なんでも相談」を開

設し、避難者の生活の困り事に係る相談を受

け付ける。 
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（４）-３ 他団体との連携 
 避難所内では、多様な専門職種、ボランテ

ィア等の支援者が活動を行っているため、多

職種チームでの要配慮者への対応等について

検討する場づくりを行う。保健･医療･福祉連

携ミーティングや行政を交えたミーティング、

避難所運営者が集まるミーティング等も行わ

れる。行政ミーティングでは物資の供給状況

や炊出し等の情報も伝えられる。 

保健所が保健医療調整会議を主催し、避難

所支援にかかわる保健医療チームの配置を決

めている。避難生活が長期化すると、ボラン

ティアなどによる生活支援型のサポートも必

要になる。多様なボランティアグループと連

携する機会として、JVOAD（全国災害ボラ

ンティア支援団体ネットワーク）が開催する

情報共有会議を活用することも一つの方法で

ある。 
 

（４）-４ 平時の連携 
群馬県の場合、県庁では健康福祉部、支庁

では保健福祉事務所と、保健と福祉の組織が

一体となっており、組織上連携しやすい形に

なっている。さらに、群馬県災害時保健医療

福祉活動指針で保健医療福祉の連携が明確に

示されている。 
ぐんま DWAT は、「群馬県災害時保健医

療福祉活動指針」に基づく災害時保健医療福

祉活動チームの一員として位置づけられ、保

健医療分野と福祉の連携を平時から行ってい

る 
＊群馬県災害時保健医療福祉活動指針 

群馬県では、平成 30 年度 3 月に群馬県災

害時保健医療福祉活動指針が策定された。災

害時の保健医療福祉活動の内容、受援体制の

整備を含めた健康福祉部各組織の役割・業務

及び組織体制並びに平時の準備等を定めるこ

とにより、関係機関における理解の促進と認

識の共有を図ることを目的としている。 
 
 DWAT は、始まって間がない組織で、まだ

多くの都道府県ではこれから DWAT を組織

するという段階である。ぐんま DWAT のよ

うな組織が全国で育成され、災害時の保健医

療福祉の連携が強化されることが期待される。 
 
参考文献 
・平成 30 年 5 月 31 日 社援発 0531 第１号 厚

生労働省 社会・援護局長 
災害時の福祉支援体制の整備について  
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「災害時の福祉支援体制の整備に向け

たガイドライン」 
 
（５）保健部局との更なる連携に向けて 

災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイ

ドラインが発出され、災害福祉支援ネットワ

ークが続々と立ち上がり、今では 9 割近くの

都道府県でネットワークが形成されている。

保健部局との更なる連携に向けて必要なこと

として、 
①平時に県庁の保健部局と福祉部局が協議し、

保健チームと DWAT が連動した活動の取

り決めをし、地域防災計画への記載や災害

時保健医療福祉活動指針の作成をする。 
②2 次医療圏レベルで DWAT と保健所、市町

村、市町村社協が会議や研修を通じて連携

を深める。 
③災害時は保健医療チームが DWAT につい

て知っていると円滑に連携できるので、知

名度を上げることが重要である。DWAT が

知られていなかったら、まず、DWAT は何

ができるかを伝えることから始める。併せ

て市町村とも連絡を取り、保健と福祉が連

携して活動することを提案する。 
 
３．NPO/ボランティア団体などとの連携 

（１）NPO・ボランティア団体の特徴 
NPO（非営利団体）とボランティアは、い

ずれも社会貢献活動を行う。両者重なるとこ

ろも多いが、災害支援における NPO はノウ

ハウを持った専門集団、ボランティアは善意

で集まる個人という特徴がある。 
 

（２）ボランティア・NPO の災害支援活動体

系 
ボランティア・NPO が被災地に入るルート

としては、主に２つある。一つは、地元社会

福祉協議会が立ち上げる災害ボランティアセ

ンターを通じて個人ボランティアが活動する

場合。もう一つは、NPO などの団体が、地元

の支援団体で構成する、いわゆる中間支援組

織を通じて活動する場合がある。また、専門

性のある NPO では個別に行政と連携するこ

ともあるようである。災害ボランティアセン

ターや地元中間支援組織が、市役所・役場や

都道府県庁と連携する形で活動調整される。

したがって、平時から地元ボランティアや

NPO と連携し、災害時には中間支援組織連携

会議を開催して連携調整できる体制を整えて

おくことがポイントとなる。 

 
災害中間支援組織には、全国と地域のネッ

トワークがある。全国ネットワークの代表例

としては JVOAD（全国災害ボランティア支

援団体ネットワーク）があり、その活動指針

は、「支援者の力を最大限に活かすため、多

様な担い手とともに全国ネットワークを築き

ます。災害時には、支援の「もれ・むら」を

なくすため、被災した地域をサポートし、災

害時の連携・コーディネーションを行います。

円滑かつ効果的な支援をするため、コミュニ

ケーションの場を作ります。災害に備え、多

様な担い手とともに啓発・理解促進、政策提

言などを行います。」となっている。 
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地域ネットワークとしては KVOAD（くま

もと災害ボランティア団体ネットワーク）な

ど様々なものがある。ネットワークの機能と

して、災害時には、「被災者、住民、地域ニ

ーズの全体像の把握」、「支援活動のコーデ

ィネーション」、「復旧・復興に向けた支援

策の提言」が、平時には、「ネットワークの

形成による連携強化と情報の共有・発信」、

「ストックヤード（防災倉庫）の情報共有」、

「被災者支援および調整を行う人材育成」が

ある（KVOAD の HP より）。 
 被災地で保健医療チームとの接点としては、

避難所活動などで個々の NPO/ボランティア

と出会い、どちらからか声をかけて知り合い

になることがある。こういったことをきっか

けに連携して活動することもある。中間支援

組織や地元社会福祉協議会など NPO/ボラン

ティアの取りまとめ組織があれば、そちらを

通じて連携したほうが効率的、効果的な連携

ができる。 
 
（３）災害支援の内容 

NPO・ボランティアは発災から復興期に至

るまで、時期に合わせた様々な活動をしてお

り、被災地での主な活動は下記のようになる。 
①炊き出し・食事 
②避難所の生活環境（多目的スペースの確保、

段差解消など） 
③がれき撤去や家屋の清掃 
④物資配布・輸送（倉庫の設置など） 
⑤医療・レスキュー 
⑥障がい者・高齢者などの要配慮者支援（段

ボールベッド設置、相談、介護など） 
⑦子どもや子育て世代への支援（プレイルー

ム設置、あそびなど） 
⑧外国人等のマイノリティ支援 
⑨ペットの支援 
⑩仮設住宅支援（見守り、生活必需品提供な

ど） 

⑪地域づくり・コミュニティー活動（仮設住

宅サロンなど） 
⑫ボランティア派遣・ボランティアセンター

支援 
⑬団体間のコーディネート 
⑭調査・アセスメント 
 

平時には、防災・減災の活動を行っている。

事前の安全対策や地域で助け合える関係づく

りのため、災害ボランティア養成講座の開催

や、人材の発掘と育成を行っている。避難訓

練では、身体を動かす実践的な訓練を行い、

防災を切り口としてお互いに助け合える仕組

みづくりをしている。 
 
（４）保健部局との更なる連携に向けて 

保健部局（県庁保健部局や保健所等）との

連携に向けて必要なこととして、 
①平時から保健部局は地元ボランティアや

NPO と連携し、災害時には中間支援組織と

連携調整できる体制を整えておく。 
②NPO や中間支援組織とは、行政の防災部局

がつながっていることが多く、保健福祉部

局との連携が必要である。また、行政のど

の部局が（防災部局？保健福祉部局？市民

協同部局？）が中間支援組織を所管するか

決めておく。 
③被災地では、現状 NPO の活動が知られて

いない、理解されないことがある。また平

時から NPO は DWAT や DHEAT など保

健福祉チームとも接点が少ない。そのため、

NPO の活動について知ってもらい知名度

を高めることが大切。 
 
Ｄ．考察 

令和 2 年度から 2 年にわたり DHEAT 基礎

編研修で NPO・ボランティアとの連携につ

いて取り上げたこともあり、保健部局の行

政職員から福祉との連携が重要であるとい

うことが聞かれるようになってきた。 
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 次は具体的に平時・災害時に連携できるよ

うになることが重要である。連携のポイント

として、以下のことが抽出された。①災害

時の住民支援は多岐にわたり保健部局だけ

では対応できない。DWAT や災害 NPO・

ボランティアは専門的に被災者の生活支援

にかかわった経験があり、連携することが

有用である。②災害時に効率よく DWAT
や災害 NPO と連携するためには、社会福

祉協議会や災害中間支援組織の役割が重要

で、平時からこの仕組みを構築すること、

保健部局もかかわることが重要である。③

災害時に DWAT や災害 NPO、中間支援組

織と効率的に連携するには、平時から地元

の関係団体との連携が不可欠である。福祉

部局や社会福祉協議会と協力して、地元ボ

ランティア団体との関係づくりをしておく

必要がある。 
 
Ｅ．結論 

DHEAT 基礎編研修を実施し、全国の保健

部局の行政職員が NPO／ボランティアの特

徴や連携方法について理解を深めた。 

災害福祉支援ネットワーク、NPO／ボラン

ティアの特徴を明らかにし、災害時に保健部

局等と連携する方法についてポイントをまと

めた。 
 
Ｆ．研究発表  
１．論文発表 
 特になし 
 
２．学会発表 
 特になし 
 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 

特になし 
２．実用新案登録 

特になし 
３．その他 

特になし 
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